大東市地域包括支援センター業務支援システム構築・運用保守業務委託に係る
プロポーザル実施要領
１目的

大東市（以下「本市」という。）では、現行の地域包括支援センターシステム （以下「現行システム」という。） の契約満了（令和９年３月末） に伴い、システムを更新する予定である。本業務は、次期地域包括支援センターシステム （以下「 提案システム」という。） における製品選定にあたり、プロポーザルの実施方法等について必要な事項を定めるものとする。
２業務概要

(1) 業務名

大東市地域包括支援センター業務支援システム構築・運用保守業務委託
(2) 業務内容

「大東市地域包括支援センター業務支援システム構築・運用保守業務委託仕様書」 のとおり

(3) 期間

構築期間は契約締結日から令和８年１２月３１日までとする。
３　事業の提案上限額

提案上限額 は38,500,500円（消費税及び地方消費税を含む５年間総額とする。）
ただし、この金額は契約時の予定価格を示すものではなく、企画内容の規模を示すためのものであることに留意すること。
また、後述する見積書（様式第４号）を提出する際は、上記提案上限額を超えてはならない。なお、本提案事業は各年度の予算等が本市議会において議決されることを前提に事業執行となるものである。
４　実施形式

公募型プロポーザル方式
５　参加資格要件

本企画提案に参加できる者は、本事業公告から製品選定までの間において、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 地方自治法施行令第167条の４第２項各号のいずれにも該当しない者であること。
(2) 大東市建設工事等における入札参加停止に関する要綱による指名停止処分を、参加申込書の提出期限から候補者の選定の日まで、受けていないこと。
(3)プロポーザル方式による業務に係る営業種目において、大東市入札参加有資格者名簿に登録されている者であること。
(4) 提出された書類の記載事項に虚偽がないこと。

(5) 以下に示すいずれかの資格について、取得あるいは認証を受けていること。
ア　情報セキュリティマネジメントシステム「ISO/IEC27001あるいはJIS Q 27001」

イ 国際品質保証規格「ISO9001」

ウ　プライバシーマーク

(6) 本市と同規模の自治体において、過去５年間における同種の業務での導入実績がある者であること。

(7) 大阪府下にて導入実績があること。
(8) 本市から概ね１時間以内の場所に拠点となる事務所を有し、システム障害等があった場合には速やかにサポート拠点等から十分なサポートができること。また、ハード保守についても障害があった場合には速やかに対応できること。
６　実施スケジュール

実施スケジュールは予定であり、変更する場合もある。その場合は事前に周知を行う。
	No,
	内容
	期間または期限

	1
	事業公告
	令和８年５月14日（木）から

	2
	質問締切
	令和８年５月19日（火）15時まで

	3
	質問回答予定日
	令和８年５月22日（金）

	4
	参加届出締切
	令和８年６月10日（水）15時まで

	5
	企画提案書の提出
	令和８年６月10日（水）15時まで

	6
	プレゼンテーションの実施
	令和８年６月19日（金）14時から

	7
	審査結果の通知
	令和８年６月24日（水）


７ 質問

本企画提案に関して不明な点がある場合は、以下のとおり提出すること。

(1)提出書類

質問書（様式2）

(2)提出期限

令和８年５月１９日（火）１５時まで
(3) 提出方法提出方法

電子メールに添付して送付すること。

※必ず電話で到達確認を行うこと。

※提出期限までに到達確認が取れない場合は一切受付ない。
(4)提出先

「１３ 担当所管担当所管（連絡先、書類提出先）」に記載の担当窓口まで

(5)質問の回答

提出された質問事項をすべて取りまとめ、質問者名を伏せ、令和８年５月22日（金）までに本市ホームページ（高齢介護室高齢支援グループ　新着情報）で公開する。
８　企画提案書

本企画提案に参加する場合は、以下のとおり提出書類に必要事項を記載・押印し提出すること。なお、期限までに提出されない場合や、必要書類の提出がない場合、不備がある場合は本企画提案への参加を認めない。
 (1) 提出書類

ア 参加届出書（様式1）

イ 導入実績確認書（任意様式）
ウ　企画提案書（任意様式）

エ　地域包括支援センターシステム　要件一覧（様式３）
オ　見積書（様式４）
カ　見積明細書（任意様式）
キ　契約終了時の業務引継に必要となる費用（任意様式）
(2)提出期限

令和８年６月10日（水）15時まで
(3)提出部数

正本１部及び上記「ウ、エ」については副本９部も併せて提出すること。

(4)提出方法

※持参または郵送の場合は提出期限までに必着とする。
※企画提案書提出時には書類を受領するのみとし、説明・質問等は一切受け付けない。

(5)提出先

「１３ 担当所管担当所管（連絡先、書類提出先）」に記載の担当窓口まで
(6)書類作成上の留意事項

ア 形式は、Ａ４版縦（Ａ３用紙の綴込可）、横書きの両面印刷を原則とし、表紙、目次及びページ付けしたものを簡易製本（左綴）すること。
イ　提案書のページ数は５０ページ以内とする（表紙、目次、画面サンプルを除く）。なお、文字数の制限は不問とするが、極端に多くならないようにすること。
ウ　文字の大きさは１０．５ポイント以上とし、左右に２０ｍｍ以上の余白を設定すること。

エ　専門知識を有しない者にも理解できるよう、図表等を適宜使用する等明確かつ具体的に記述すること。

オ　提案書の構成は以下のとおりとする。
	Ａ　システム開発の基本的な考え方（システム基本要件）
	Ａ－１
基本的な考え方
	本システムの導入目的や要求仕様を理解し、提案事業者のシステム導入に関する基本的な考え方を明確に記述すること

	
	Ａ－２
システム構築手法
	提案するパッケージシステムを基本にシステム構築に係わる手法を記述すること

	Ｂ　システム
	Ｂ－１
システムの特徴
	システムの特徴（基本ソフトウェアの機能要件、ユーザ数（使用許諾契約内容）、バージョンアップ、利用権限管理、データベース管理等）について記述すること

	
	Ｂ－２
総合相談システム、ケアプラン管理作成システム等
	システムの機能について、仕様書の記述に留意しそれぞれ記述すること。追加機能について提案するものがあれば理由を記述すること。

	
	Ｂ－３
月次作業・地域包括ケア会議システム等
	請求業務の運用を正確かつ簡単に行うため、システムを使った運用提案を記述すること。

	Ｃ　データ連携・取り込み
	Ｃ－１
データの取り込み
	データの連携、取り込みに関するレイアウトや機能を記述すること。また、連携方式を記載すること。

	Ｄ　システム機器（構成要件）
	Ｄ－１
ソフトウェア構成
	システムが使用するソフトウェアの構成に関して構成図を記述すること

	
	Ｄ－２
ハードウェア構成、ネットワーク構成
	機器スペックの構成図、ネットワーク（ＩＰ－ＶＰＮ及びＬＡＮ）の構成図を記述すること

	
	Ｄ－３
セキュリティ対策、データ保護対策
	本業務におけるセキュリティ対策、データ保護対策について、ハードウェア・ソフトウェア・ネットワークの視点から記述すること

	Ｅ　システム導入支援
	Ｅ－１
開発体制
	本業務における提案事業者の開発体制について、要員計画（名前、職歴、関連した業務の履歴）について記述すること

	
	Ｅ－２
開発計画、テスト計画、運用等のスケジュール
	システムの運用に向けたスケジュール等について記述すること

	
	Ｅ－３
操作研修
	操作研修等に関する提案事業者の考え方及び研修方法を記載すること

	Ｆ　保守サービス
	Ｆ－１
保守サービス
	保守サービスの内容（保守メニュー）に関する具体的な内容を記載すること。

	
	Ｆ－２
保守体制
	保守体制に関する内容を具体的に記載すること。

	Ｇ　その他事項
	Ｇ－１
データ抽出
	契約終了時の次期システムへ移行時の貴社の方針を記載すること。　

	
	Ｇ－２
その他提案事項
	特に強調したい事項、アピールポイントがあれば記述すること


カ　地域包括支援センターシステム　要件一覧（様式３）
①パッケージ標準機能で対応可能な項目は、対応状況欄に「◎」を記載すること。
②カスタマイズにて対応可能な項目は、対応状況欄に「○」及びカスタマイズ費用欄に金額を記載すること。
③代替案にて実現可能な項目は、対応状況欄に「△」及び代替案等欄に具体的な内容を記載すること。

④対応が行えない項目は、対応状況欄に「×」を記載すること。
キ　見積書

①導入費用には、「カ システム機能要件確認書」でカスタマイズとなった項目の金額も含めること。

②機器費用には、稼働後５年間のメーカー保守を含むこと。
③システム利用に係る利用料や保守料を記載すること。

④設置費、工事費、搬入費、撤去処分費等の必要な費用がある場合は、それらを含むこと。
９　候補者選定方法

(1)　審査委員会

「大東市地域包括支援センター業務支援システム構築業務プロポーザル審査委員会（以下、「審査委員会」という。）において、提案書類等の審査を行う。

(2)　審査方法

審査委員会は、応募事業者から提出された提案書及び事業者からプレゼンテーションを受け、提案内容を総合的に評価する。

(3) プレゼンテーション

応募事業者に対し、以下のとおりプレゼンテーション審査を実施する。

ア　日程

令和８年６月19日（金）14時から
※時間や会場等の詳細は、参加申込後別途通知する。
イ　実施内容

プレゼンテーションの具体的な内容として、以下を予定している。

1 企画提案書説明（１５分）

企画提案書から抜粋して説明する。プロジェクターの使用は可とするが、別途資料配布は認めない。

2 デモンストレーション（１５分）

実際のシステムを用いたデモンストレーションを実施する。地域包括支援センターシステム　要件一覧（様式３）に記載されている項目について網羅的に実施するとともに、システムの特長や、本市の方針や課題に有効と考えられる有効と考えられる部分を積極的に実施すること。

③質疑応答（１０分程度）

企画提案書や説明内容等について質問を行う。

ウ  実施方法

①プレゼンテーションは、本業務を受注した場合に実際に担当する管理責任者及び主たる担当者等が行うこと。

②プレゼンテーションに必要なプロジェクター、スクリーンは本市が準備するが、提案者において準備してもよい。ただし、パソコンは提案者において準備すること。

3 出席可能人数は３名までとする。
１０ 審査結果
当該審査を行った全事業者に対し、審査結果を電子メールにて当該審査を行った全事業者に対し令和８年６月２４日（水）までに送付する。
１１ その他

(1)参加届出書提出後に辞退する場合は、辞退理由等を明記した辞退届（様式５）を提出すること。
(2) 本企画提案に要する全ての費用は、参加者の負担とする。また、提出書類は返却しない。
(3) 実施要領に記載されていない事項について疑義が生じた場合は、別途協議することとする。

(4) 提出書類に含まれる著作物の著作権は提案者に帰属する。なお、提出書類は企画提案選定を行う作業に必要な範囲において、複製を作成することがある。
(5) 企画提案に関する提出書類の変更、差替え又は再提出は認めない。ただし、本市が認めた場合はこの限りではない。

(6) 次のいずれかに該当する企画提案は無効とし、その者を失格とする。
ア　参加資格要件を満たしていない場合

イ　企画提案一式に虚偽の記載をした場合
ウ 「参加届出書」に記載された者以外の者が行った提案書
エ　参加届出書等に虚偽の記載をした者
オ　記載内容が著しく不明確な提案記載内容が著しく不明確な提案

カ　２通以上の書類提出がなされた提案

キ　選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合

ク　見積書の金額が、提案上限額を超過した場合
ケ　企画提案関係者と不正な接触等を行った者
コ　その他実施要領等において示した条件等参加に関する条件に違反した提案 
(7)　提出書類は、大東市情報公開条例（平成９年条例第３号）に基づく公開請求があった場合は、公開の対象となる。
１２　担当所管（連絡先、書類提出先）
【問い合わせ】

大東市　保健医療部高齢介護室高齢支援グループ　
　　〒574-8555　大東市谷川１丁目１番１号
　　電話：072-870-0513
　　メール：koureisien@city.daito.lg.jp
　　
